
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

介
護
保
険

所得の低い方の軽減
　○均等割額の軽減について

世帯内の被保険者と世帯主の前年所得の合計額
（　　部分は「給与所得者等」の数が２人以上の場合に計算します）

軽減割合
医療分

軽減割合
子ども分

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－１）以下の場合 7.2割軽減 ７割軽減

43万円 ＋ （31万円 × 世帯内の被保険者数）
　　　　  ＋10万円×（給与所得者等の数－１）以下の場合 ５割軽減 ５割軽減

43万円 ＋ （57万円 × 世帯内の被保険者数）
　　　　  ＋10万円×（給与所得者等の数－１）以下の場合 ２割軽減 ２割軽減

※「給与所得者等」とは、給与収入が55万円を超える方または公的年金等に係る雑所得がある方です。
※65歳以上の方で所得が公的年金の場合は、軽減判定の際に限り、15万円を限度として控除します。
※「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
※所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
※軽減判定は、賦課期日（令和８年４月１日または資格取得日）時点で行われます。
※後期高齢者医療制度加入直前に、国保および国保組合を除く健保組合等の被扶養者であった方については資格取得後２年を経

過する月までの間に限り、均等割額が５割軽減となり、所得割額の負担はありません。ただし、表中の均等割額の７割軽減に該
当する方については、７割軽減（医療分は7.2割軽減）が適用されます。

※１	所得割額＝｛総所得金額等（※２）－基礎控除（※３）｝×所得割率
※２  総所得金額等とは、収入から控除額等を差し引いて算出される金額のことで、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額

です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額も総所得金額等に含まれます。
※３  基礎控除は、前年の合計所得金額から43万円を差し引いた金額です（所得により例外もあります）。

均等割額
55,090円

均等割額
1,337円

所得割額
所得割率9.93％（※１）

所得割額
所得割率0.25％（※１）

年間保険料
（限度額85万円）

年間保険料
（限度額21,000円）

＋
＋

＝
＝

介護保険料
段　階 対　　　　象　　　　者 年間保険料

第１段階
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方または生活保護を受給している方

17,168円

世帯全員が市民税非課税
本人の前年の合計所得金額（課税年金
収入に係る雑所得を除く）と課税年金
収入の合計

826,500円以下

第２段階 826,500円超え
120万円以下 29,216円

第３段階 120万円超え 41,264円

第４段階 本人が市民税非課税で
世帯の誰かが市民税課税

826,500円以下 54,216円

第５段階 826,500円超え 60,240円

第６段階

本人が市民税課税 本人の前年の合計所得金額

120万円未満 72,288円

第７段階 120万円以上
210万円未満 78,312円

第８段階 210万円以上
320万円未満 90,360円

第９段階 320万円以上
420万円未満 102,408円

第10段階 420万円以上
520万円未満 114,456円

第11段階 520万円以上
620万円未満 126,504円

第12段階 620万円以上
720万円未満 138,552円

第13段階 720万円以上 144,576円

※「世帯」とは、毎年４月１日時点(年度途中に６５歳になった方や転入した方は、それぞれ誕生日の前日・転入日)の住民基本台帳 
　（住民票）の世帯です。
※介護保険料の算定に使用する「合計所得金額」とは、事業所得や給与所得などの各種所得の合計額で、社会保険料控除などの各　
　種所得控除を差し引く前の金額です。
※合計所得金額は、繰越損失がある場合、損失の繰越控除前の金額を合計します。租税特別措置法に規定される長期譲渡所得等に
　係る特別控除がある場合は、適用後の金額となります。
※令和７年度税制改正により、令和７年中の給与所得控除の最低保障額が引き上げられましたが、介護保険法施行令の規定に基
づき令和８年度の介護保険料の算定に限り、従前の控除額と同様に調整して計算します。そのため、市民税が非課税の方でも、介
護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。

○医療分

○子ども・子育て
支援金（子ども分）

 

国
民
健
康
保
険
料

　
世
帯
主
が
納
付
義
務
者
と
な
り

ま
す
。
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険

の
加
入
者
で
な
い
場
合
も
、
納
付

義
務
者
は
世
帯
主（
擬
制
世
帯
主
）

と
な
り
ま
す
。

◆
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

　
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者

全
員
が
65
歳
以
上
で
、
次
の
要
件

に
全
て
該
当
す
る
方
は
、
保
険
料

が
世
帯
主
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
ま
す
。

⃝

世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加
入

者
で
年
度
内
に
75
歳
に
到
達
し

な
い

⃝

世
帯
主
の
特
別
徴
収
の
対
象
と

な
る
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万

円
以
上

⃝

世
帯
主
の
介
護
保
険
料
が
特
別

徴
収
さ
れ
て
い
る

⃝

介
護
保
険
料
と
の
天
引
き
額
の

合
計
が
、
年
金
受
給
額
の
２
分

の
１
以
下

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
75
歳
以
上
の
方
（
65
歳
以
上
75

歳
未
満
の
一
定
程
度
の
障
害
が
あ

る
方
で
、
申
請
に
よ
り
広
域
連
合

の
認
定
を
受
け
た
方
を
含
む
）
を

対
象
と
し
た
医
療
制
度
で
す
。

保
険
料
の
決
め
方

　
被
保
険
者
一
人
一
人
が
保
険
料

を
納
め
ま
す
。
保
険
料
額
は
、
被

保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す

る
「
所
得
割
額
」
と
、
被
保
険
者

全
員
が
等
し
く
負
担
す
る
「
均
等

割
額
」
の
合
計
額
に
な
り
ま
す
。

◆
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

　
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以

上
の
方
の
う
ち
介
護
保
険
料
が
特

別
徴
収
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
と
介
護
保
険
料
と
の
合
計
額

が
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
以
下

の
方

◆
普
通
徴
収

　（納
付
書
払
い
・
口
座
振
替
）

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

⃝

75
歳
に
な
っ
た
ば
か
り

⃝

大
竹
市
に
転
入
し
た
ば
か
り

⃝

特
別
徴
収
の
要
件
に
該
当
し
な

い※
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
で

も
、事
前
に
金
融
機
関
で
手
続
き
し
、

申
し
出
を
す
れ
ば
口
座
振
替
で
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
介
護
保

険
料
を
除
く
）

◆
普
通
徴
収

　（納
付
書
払
い
・
口
座
振
替
）

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

⃝

国
保
に
加
入
し
た
ば
か
り

⃝

大
竹
市
に
転
入
し
た
ば
か
り

⃝

特
別
徴
収
の
要
件
に
該
当
し
な
い

 

介
護
保
険
料

　
第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上

の
方
）
の
介
護
保
険
料
は
、
世
帯

の
課
税
状
況
や
被
保
険
者
の
所
得

な
ど
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

◆
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

⃝

対
象
と
な
る
年
金
を
年
額
18
万

円
以
上
受
給
し
て
い
る

◆
普
通
徴
収

　（納
付
書
払
い
・
口
座
振
替
）

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

⃝

年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満

⃝

65
歳
に
な
っ
た
ば
か
り

⃝

大
竹
市
に
転
入
し
た
ば
か
り

⃝

特
別
徴
収
の
要
件
に
該
当
し
な

い

国
民
健
康
保
険

問
い
合
わ
せ
　
税
務
課
　
☎
59
２
１
２
８

保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

―
保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
７
月
中
旬
に
送
付
―

国
保 

介
護 

後
期
高
齢

国民健康保険の保険料率
　国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金分（支援金分）、介護分と子ども・子育て支援金分（子ども分）で構成され、それぞれ
所得割、均等割と平等割を合計した額が賦課されます。（子ども・子育て支援金については8ページをご覧ください）

医療分
（加入者全員）

支援金分
（加入者全員）

介護分
（40歳から64歳の方）

子ども分
（加入者全員） 計　算　方　法

①所得割 　8.21％ 　2.68％ 　2.11％ 　0.27％ 基準総所得金額×所得割率
②均等割 34,964円 11,535円   11,290円   1,182円 ②×世帯内の加入者数
③18歳以上
　均等割     　   　    　36円 ③×世帯内の18歳以上の

加入者数
④平等割 22,394円     7,388円     5,476円   　757円 １世帯当たりの金額
賦課限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円 ①から④の合計額の上限

※令和8年3月31日時点で18歳未満の加入者は、子ども分の均等割の負担はありません。
※所得割の算定に用いる「基準総所得金額」とは、令和７年中の総所得金額等から43万円を差し引いた金額です。ここでいう「総所得金額等」は、原則

として市民税の総所得金額等が用いられます。

国民健康保険料の軽減
（１）低所得世帯にかかる保険料の軽減
　　　次の所得の世帯の方は、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。

擬制世帯主と国民健康保険加入者の令和６年中の総所得金額等の合計額 軽減割合
　 　 　 43万円＋10万円×(給与所得者等の数－1) ７割

43万円＋(31万円×加入者数)＋10万円×(給与所得者等の数－1)以下の世帯 ５割
      43万円＋(57万円×加入者数)＋10万円×(給与所得者等の数－1)以下の世帯　　 ２割

※給与所得者等とは、給与所得者（給与収入55万円超え）と公的年金等の支給（60万円超え（65歳未満）または110万円超え（65歳以上））を受けるもの。

（２）未就学児にかかる保険料の軽減
　 　未就学児（令和2年４月２日以降生まれの方）にかかる保険料の均等割額が5割軽減されます。
　　「（１）低所得世帯にかかる保険料の軽減」に該当する世帯は、軽減後の均等割額から５割軽減されます。

（３）産前産後期間の保険料の軽減
　 　出産（予定）被保険者にかかる産前産後期間相当分（前後計４カ月）の均等割保険料および所得割保険料を減額します。産前産後期間の軽減（出産予定日の6カ月前から

届け出可能）を受けるには届け出が必要です。 1011 OTAKE 2026（令和8）.7OTAKE 2026（令和8）.7



詳しくは
こちらから。

　「
保
険
料
免
除
制
度
」
と
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
事
情
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
場
合
に
、
そ
の
間
の
保
険
料
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　
免
除
の
申
請
を
す
る
と
、
本
人
・
世
帯

主
・
配
偶
者
の
所
得
状
況
や
失
業
・
災
害

な
ど
の
現
況
を
審
査
し
、
承
認
さ
れ
た
場

合
、
所
得
に
応
じ
て
４
段
階
（
全
額
・
４

分
の
３
・
半
額
・
４
分
の
１
）
の
免
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

申
請
時
期

　
令
和
８
年
度
分
（
令
和
８
年
７
月
～
令

和
９
年
６
月
分
）
の
手
続
き
は
７
月
１
日

㈬
か
ら
で
す
。

　
な
お
、
こ
れ
ま
で
免
除
を
受
け
て
い
る

方
で
、
引
き
続
き
免
除
を
希
望
す
る
方
も
、

毎
年
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※
免
除
申
請
時
に
継
続
審
査
を
希
望
し
た

方
は
手
続
き
が
不
要
の
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
ま
た
、
申
請
は
受
理
さ
れ
た
月
か
ら
過

　
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
と

は
、通
帳
や
印
鑑
が
不
要
で
、キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
と
本
人
確
認
書
類
が
あ
れ
ば
税
務

課
窓
口
で
簡
単
に
口
座
振
替
依
頼
が
で
き

る
便
利
な
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

去
２
年
１
カ
月
前
（
令
和
８
年
７
月
中
に

申
請
す
る
場
合
は
、
令
和
６
年
６
月
～
令

和
８
年
６
月
）
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら

　保
険
料
の
免
除
を
受
け
た
場
合
、
将
来

受
け
取
る
年
金
額
は
満
額
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
満
額
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
免
除

を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
を
10
年
以
内
に

納
付
（
追
納
）
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
免
除
開
始
か
ら
２
年
を
経
過
す

る
と
、
当
時
の
保
険
料
に
一
定
の
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
の
追
納

を
お
勧
め
し
ま
す
。

未
納
の
ま
ま
で
い
る
と

　
未
納
期
間
が
長
い
と
、
老
齢
年
金
が
受

給
で
き
な
く
な
る
可
能
性
や
、
万
が
一
の

と
き
の
障
害
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

年金
の

はなし

年金
の

はなし

年金
の

はなし

年金
の

はなし
№357№357

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は

「
保
険
料
免
除
制
度
」の
活
用
を

問
い
合
わ
せ

　
広
島
西
年
金
事
務
所
　
☎�

０
８
２-

５
３
５-

１
５
０
５

　
保
健
医
療
課
　
☎
59
２
１
４
１

問い合わせ
　税務課　☎59-2127

利
用
で
き
る
税
・
保
険
料
な
ど

⃝

市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）
⃝
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
⃝
軽
自
動
車
税
⃝
国
民

健
康
保
険
料
（
普
通
徴
収
）
⃝
介
護
保
険

料
（
普
通
徴
収
）
⃝
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
（
普
通
徴
収
）
⃝
保
育
料
⃝
副
食
費

⃝
市
営
住
宅
使
用
料
⃝
市
営
住
宅
駐
車
場

使
用
料
⃝
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
負
担
金

利
用
で
き
る
金
融
機
関

⃝

四
国
銀
行
⃝
広
島
銀
行
⃝
山
口
銀
行
⃝

広
島
信
用
金
庫
⃝
も
み
じ
銀
行
⃝
ひ
ろ
し

ま
農
業
協
同
組
合
⃝
西
京
銀
行
⃝
中
国
労

働
金
庫
⃝
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

※
令
和
８
年
６
月
か
ら
広
島
銀
行
が
利
用

可
能
に
な
り
ま
し
た
。

注
意
事
項

⃝

口
座
名
義
人
ま
た
は
納
税
義
務
者
以
外

の
方
が
手
続
き
す
る
際
は
、
原
則
委
任

状
が
必
要
で
す
。

⃝

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
種
類
に
よ
っ
て

は
、
取
り
扱
い
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

不要！
通帳・印鑑税や保険料、保育料などの

口座振替手続きが簡単に
ペイジー口座振替受付サービス

　
市
の
福
祉
医
療
に
は
、
①
重
度
心
身
障

害
者
医
療
②
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
③
こ

ど
も
医
療
④
精
神
障
害
者
医
療
の
制
度
が

あ
り
、
医
療
費
の
自
己
負
担
分
の
一
部
を

助
成
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
保
険
適
用

外
の
も
の
は
除
き
ま
す
。

　
現
在
受
給
者
証
を
持
っ
て
い
る
方
で
、

更
新
時
に
引
き
続
き
受
給
資
格
が
あ
れ

ば
、
新
し
い
受
給
者
証
を
7
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
。
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
受
給
者

証
は
返
却
す
る
か
、
自
身
で
確
実
に
破
棄

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
や
所
得
制

限
な
ど
で
受
給
資
格
が
な
く
な
っ
た
場
合

は
、
受
給
者
証
を
必
ず
返
却
し
て
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
表
の
基
準
に
該
当
す
る
方
で
、

ま
だ
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
所
定

の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
認
定
に
は
審
査
が
あ
り
ま
す
。

申
請
・
返
却

　
認
定
申
請
や
受
給
者
証
の
返
却
は
、
保

健
医
療
課
ま
た
は
各
支
所
へ
。

まちづくりに宝くじで参加
サマージャンボ宝くじ発売

問い合わせ
　企画財政課　☎59-2121

　宝くじは県内の宝くじ売り場で購入し
てください。収益金が県内市町の明るく
住みよいまちづくりに使われます。

公益財団法人広島県市町村振興協会

福祉医療制度
  ―医療費の自己負担分の
　一部を助成します―

問い合わせ
　保健医療課　☎59-2141

区　分 助成の対象となる方 所得制限 受診時一部負担

①重度心身障
害者医療

・身体障害者手帳1級～ 3級、療育手
帳Ⓐ、A、Ⓑを持っている方
　ただし65歳以上の方で、後期高齢者
医療制度の障害認定要件に該当する方
は後期高齢者医療に加入した場合のみ
助成されます。
※上記に該当する場合でも令和9年3月
末時点で18歳以下の児童は、③こども
医療の助成対象となります。

・本人所得が169万5千円未
満かつ扶養義務者所得が628
万7千円未満である
（扶養人数などにより、基準
額は変わります）
※継続して常時、人工呼吸器
などを装着している方は、所
得制限が緩和される場合があ
ります。

・医療機関
　1日200円必要（医療機関ごと
に、通院は月4日まで、入院は
月14日まで）
・保険薬局（処方箋などの薬代）
　一部負担金は必要ありません。

②ひとり親家
庭等医療

・ひとり親の家庭などで令和9年3月末
時点で18歳以下の児童とその児童を養
育している父親または母親など

・所得税非課税世帯の方（平
成22年度税制改正前基準によ
る）
　ただし住民票が別でも生計
が同一である扶養義務者は所
得制限の審査対象になります。

・医療機関
　1日500円必要（医療機関ごと
に、通院は月4日まで、入院は月
14日まで）
・保険薬局（処方箋などの薬代）
　一部負担金は必要ありません。

③こども医療
・0歳から高等学校卒業程度（18歳に
達する日以降の最初の3月31日）まで
※進学・就職の有無は不問

・所得制限無し 一部負担金は必要ありません。

④精神障害者
医療

・精神障害者手帳１級と自立支援医療
受給者証（精神通院）の両方の交付を
受けている方
　ただし65歳以上の方で、後期高齢者
医療制度の障害認定要件に該当する方
は後期高齢者医療に加入した場合のみ
助成されます。

・本人所得が169万5千円未
満かつ扶養義務者所得が628
万7千円未満である
（扶養人数などにより、基準
額は変わります）

・医療機関
　1日200円必要（医療機関ごと
に、通院は月4日まで）
※入院は対象外
・保険薬局（処方箋の薬代）
　一部負担金は必要ありません。
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